
令和６年１１月
京都市

計議第３６１号議案
京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）
地区計画の変更（京都市決定）
（向島国道１号周辺地区地区計画）

計議第３６１号議案 説明資料 資料５－３



１ 産業用地創出の取組

○ 市内中心部は本社機能や研究開発機能等を集積する一方、市内周辺
部は事業拡大する企業の域外流出防止や立地誘導の役割を想定。

○ 市内の工業・工業専用地域において、１ha以上の大規模産業用地の
確保が困難。

○ 近隣都市では、工場立地が高速ＩＣと近接して行われる傾向が進むな
ど、工場立地における高速ＩＣの重要性が高まっている。

大規模産業用地創出の方向性（令和３年３月）

農業上の土地利用との整合を図りつつ、高速ＩＣなどの幹線道路からの
アクセスが良い市街化調整区域において、産業用地の創出が必要
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１ 産業用地創出の取組
重点促進区域の指定（令和3年12月）

交通・物流環境に恵まれた特性を
いかし、近接するらくなん進都との相
乗効果の発揮が期待できることから、
約４３ｈａを重点促進区域に指定

２

地区計画区域 今回追加（約2.8ha ）
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らくなん進都 民間企業における立地検討

（地域未来投資促進法）

地区計画区域 既決定（約5.8ha）



２ 事業計画

完成予想図

事業概要
物流施設の建設

事業者
関電不動産開発株式会社

開発区域面積
約25,000m2

建築面積
約14,000ｍ2

延べ面積
約52,000ｍ2

建物高さ
最高35m（地上4階建て） ３



３ 地区及び現在の都市計画の概要
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【地区の名称】向島国道１号周辺地区
【面積】約8.6ha（既決定:約5.8ha 今回追加:約2.8ha）

今回追加
地区計画区域

２００
２０ー２

６０

市街化区域
（第二種住居地域）

３００
ー

６０

市街化区域
（工業地域）

市街化調整区域
（ ー ）

２００
ー

６０



４ 都市計画マスタープランでの位置付け

〈具体的な方針〉
〇 高速道路のインターチェンジに近接し、農地など周辺環境とも調和す
る産業用地の創出を図る。

ものづくり産業等の集積地における土地利用

方面別指針 南部
〈将来像と暮らしのイメージ〉
〇 南部の市街化調整区域では、高速道路のインターチェンジ付近にお

いて、農地などの周辺環境とも調和した工場や物流施設などの立地が
進み、新たな産業の集積地として京都の都市活力を支えている。
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５ 地区計画の内容
地区計画の目標

土地利用の方針

○ 農地など周辺環境や営農環境との調和を図りつつ、産業分野において地
域経済を牽引する事業の用に供する施設を誘導し、新たな雇用の創出や
域内経済の好循環を図る。

○ 充実した交通インフラをいかし、近接する「らくなん進都」との相乗効果を発
揮する、物流関連分野、飲食料品分野、成長ものづくり分野、環境・エネ
ルギー分野、ヘルスケア・ライフサイエンス分野及びデジタル・DX分野の企業
について、優先的に立地誘導を図る。
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５ 地区計画の内容
地区施設の整備の方針

建築物等の整備の方針

○ 国道１号に接続する道路を配置することで、アクセス機能を強化
○ 緑地を配置することで、農地など周辺環境や営農環境と調和
○ 浸水被害の防止を図るため、雨水貯留施設を設置

○ 建築物等の用途の制限や高さの最高限度などを定めることにより、農地な
ど周辺環境や営農環境との調和を図りつつ、高い生産性や機能性を備え、
良好な操業環境が確保された建築物を誘導する。
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６ 地区整備計画の内容（今回追加の区域）
地区施設の配置及び規模

８

地区施設（道路）
地区施設（緑地）

地区計画区域及び地区整備計画区域
凡例

地区施設（雨水貯留施設）

道路 幅員︓ 9m
延長︓約210m

緑地 約2,295m2

雨水貯留施設 約3,024m3

（地下に設ける。）



６ 地区整備計画の内容（今回追加の区域）

９

建築物等の用途の制限

（建築できるもの）
・事務所、倉庫、工場（準工業
地域に建築できるもの）
・上記の建築物に付属するもの
・バス停留所の上屋

建築物の容積率の最高限度※ ２００％
建築物の建蔽率の最高限度※ ６０％

建築物の敷地面積の最低限度 １０，０００m2

ただし、バス停留所の上屋には適用しない。
建築物等の高さの最高限度 ３５ｍ

建築物等に関する事項

※ 現状の制限と同じ


